
JP 6877306 B2 2021.5.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の絶対位置を出力する絶対位置出力部と、前記絶対位置と車両速度から前記車両の
暫定位置を検出する暫定位置検出部を持つ列車位置検出システムであって、
　前記車両に加わった加速度を検出する車両加速度検出部と、制駆動力実績値と前記加速
度と、少なくとも車重を含む車両特性を基に前記車両が走行している路線の路線形状を推
定する路線形状推定部と、前記車両が走行する路線内における位置と前記路線形状の対応
からなる路線形状データを保持している路線形状蓄積部と、前記路線形状推定部で推定さ
れた前記路線形状と前記暫定位置の付近の前記路線形状データを照合して前記車両の位置
補正量を算出する路線形状照合部と、編成内の他車両の位置情報である編成内他車両位置
を取得し前記編成内他車両位置から換算して自車両の車両位置である他車両換算車両位置
を算出し、前記暫定位置を前記位置補正量によって補正して得た車両位置である暫定補正
車両位置を算出し、前記他車両換算車両位置と前記暫定補正車両位置の差が所定の閾値以
内のとき、前記他車両換算車両位置と前記暫定補正車両位置の平均値を車両位置として検
出する位置補正部と、
　を備えることを特徴とする列車位置検出システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の列車位置検出システムであって、
前記位置補正部は、前記他車両換算車両位置と前記暫定補正車両位置の差が所定の値以上
のとき、前記暫定位置を、前記車両位置として検出すること
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を特徴とする列車位置検出システム。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２のいずれか一つに記載の列車位置検出システムであって、前記位
置補正部は、前記路線形状データの路線形状に関し、増減傾向の変化点がひとつ以上含ま
れるときに、前記暫定位置を前記位置補正量によって補正すること、を特徴とする列車位
置検出システム。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一つに記載の列車位置検出システムであって、前記路
線形状が路線勾配と曲線半径のいずれかまたは両方であることを特徴とする列車位置検出
システム。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一つに記載の列車位置検出システムであって、前記車
両加速度検出部は、前記車両速度の時間変化から前記加速度を検出することを特徴とする
列車位置検出システム。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一つに記載の列車位置検出システムであって、前記車
両加速度検出部は加速度センサであることを特徴とする列車位置検出システム。
【請求項７】
　請求項６に記載の列車位置検出システムであって、前記加速度センサが台車に設置され
ることを特徴とする列車位置検出システム。
【請求項８】
　請求項６乃至請求項７のいずれか一つに記載の列車位置検出システムであって、前記加
速度センサの内、少なくとも一つは、前記車両速度の時間変化から前記加速度を検出する
ものであることを特徴とする列車位置検出システム。
【請求項９】
　請求項６乃至請求項８のいずれか一つに記載の列車位置検出システムであって、前記加
速度センサを複数備え、正常動作しているか、故障を検知していない前記加速度センサの
内、いずれか一つが検出する前記加速度を前記車両に加わった前記加速度として検出する
ことを特徴とする列車位置検出システム。
【請求項１０】
　請求項６乃至請求項８のいずれか一つに記載の列車位置検出システムであって、前記加
速度センサを複数備え、正常動作しているか、故障を検知していない前記加速度センサの
検出する前記加速度の平均を前記車両に加わった前記加速度として検出することを特徴と
する列車位置検出システム。
【請求項１１】
　請求項６乃至請求項８のいずれか一つに記載の列車位置検出システムであって、前記加
速度センサを複数備え、前記複数の前記加速度センサの検出する前記加速度の平均より規
定値以上乖離した値を検出した前記加速度センサを故障と判断し、前記故障と判断しない
前記加速度センサの検出する前記加速度の平均を前記車両に加わった前記加速度として検
出することを特徴とする列車位置検出システム。
【請求項１２】
　請求項１乃至請求項１１のいずれか一つに記載の列車位置検出システムであって、前記
路線形状蓄積部が保持している前記路線形状データを、前記路線形状推定部で推定された
前記路線形状のデータで作成あるいは更新することを特徴とする列車位置検出システム。
【請求項１３】
　車両位置を検出する位置検出システムと、車両速度を検出する速度検出部と、少なくと
も車重を含む車両特性を管理する車両特性管理部と、前記車両位置と前記車両速度と前記
車両特性を基に前記車両の制駆動指令を算出する制駆動指令算出部と、前記制駆動指令を
受けて前記車両のアクチュエータを制御する制駆動制御部と、を備える自動列車制御シス
テムであって、
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　　前記位置検出システムは、請求項１乃至請求項１２のいずれか一つに記載の列車位置
検出システムであることを特徴とする自動列車制御システム。
【請求項１４】
　車両位置を検出する位置検出システムと、車両速度を検出する速度検出部と、少なくと
も車重を含む車両特性を管理する車両特性管理部と、前記車両位置と前記車両速度と前記
車両特性を基に前記車両の運転士に対する運転支援内容を生成する運転支援内容生成部と
、前記運転支援内容を受けて、運転士に運転支援内容を伝える運転支援内容教示部と、を
備える列車運転支援システムであって、
　　前記位置検出システムは、請求項１乃至請求項１２のいずれか一つに記載の列車位置
検出システムであることを特徴とする列車運転支援システム。
【請求項１５】
　車両位置を検出する位置検出システムと、車両速度を検出する速度検出部と、少なくと
も車重を含む車両特性を管理する車両特性管理部と、車両の前方を監視する前方監視部と
、前記前方監視部の監視結果と前記車両位置と前記車両速度と前記車両特性を基に、列車
の運行を支障する障害物の有無を判定する障害物有無判定部を、前記判定の結果を乗務員
に教示する障害物情報教示部と、を備える列車障害物検知システムであって、
　前記位置検出システムは、請求項１乃至請求項１２のいずれか一つに記載の列車位置検
出システムであることを特徴とする列車障害物検知システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄道をはじめとする軌道輸送を行う移動体の位置検出に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉄道運行のコスト低減策として、列車の自動運転技術が研究開発されている。自動列車
運転では、これまで乗務員が担当していた速度制御や障害物検知の機能の一部あるいは全
てをシステム側で担う。これらの機能を実現するための前提として、自列車の位置を精度
よく検出する必要がある。そのため、自動列車運転の実現に向け、自列車位置の高精度な
検出が求められている。
【０００３】
　鉄道における自列車位置の検出は、一般的に、絶対位置の検出と、その絶対位置を基準
とした速度情報の積分で行われている。絶対位置の検出は主として地上子を用いて行われ
ており、駅近辺や駅中間の地上に置かれた地上子を列車の車上子が検知した際に、列車の
位置認識が地上子の位置に設定（補正）される。地上子が無い区間では、速度発電機で検
出した速度を積分し、走行距離を加算して列車位置を検出しているが、速度の精度に依存
して列車位置の誤差が発生するため、地上子による位置の補正が必要である。
【０００４】
　多数の地上子を設置できれば頻繁に列車位置が補正できるため、列車位置の検出精度は
向上する。しかしながら、地上子の設置にはコストがかかるため地上子の設置を減らした
いという要望も多く存在する。
【０００５】
　特許文献１では、現在の列車速度をサンプリングして加減速度を求める手段と、前記加
減速度及びノッチ特性に基づいて、走行路の勾配抵抗を求める手段と、路線の勾配及び位
置情報を含む路線情報ＤＢ（data base）と、前記勾配抵抗から勾配値を求める手段と、
前記路線情報ＤＢを検索し、前記勾配値から現在位置を判断する手段を備える列車制御装
置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１-２５０５７５号
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１の技術では勾配変化の無い区間では現在位置が判断できない
。また、前記の公知技術では走行路の勾配抵抗を求めるためにノッチ特性を使用している
が、架線電圧などの外乱がある状況下において、ノッチ特性からは車両が出力した制駆動
力が精度よく把握できないため、勾配抵抗の推定誤差が大きくなり、現在位置の把握精度
に課題がある。
【０００８】
　本発明は、これらの問題点を改善するために考案されるもので、地上子の設置数を増や
すことなく、勾配変化の無い区間も含めて、列車位置の高精度な検出を実現する列車位置
検出システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る列車位置検出システムの一例は、車両の絶対位置を出力する絶対位置出力
部と、絶対位置と車両速度から車両の暫定位置を検出する暫定位置検出部を持つ列車位置
検出システムであって、車両に加わった加速度を検出する車両加速度検出部と、制駆動力
実績値と加速度と、少なくとも車重を含む車両特性を基に車両が走行している路線の路線
形状を推定する路線形状推定部と、車両が走行する路線内における位置と路線形状の対応
からなる路線形状データを保持している路線形状蓄積部と、路線形状推定部で推定された
路線形状と暫定位置の付近の路線形状データを照合して車両の位置補正量を算出する路線
形状照合部と、編成内の他車両の位置情報である編成内他車両位置を取得し編成内他車両
位置から換算して自車両の車両位置である他車両換算車両位置を算出し、暫定位置を位置
補正量によって補正して得た車両位置である暫定補正車両位置を算出し、他車両換算車両
位置と暫定補正車両位置の差が所定の閾値以内のとき、他車両換算車両位置と暫定補正車
両位置の平均値を車両位置として検出する位置補正部と、を備えることを特徴とする列車
位置検出システムである。

【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、地上子の設置を減らして、自列車位置の検出精度を向上可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の列車自動制御システムのシステム構成の一例を示す図である。
【図２】本発明の位置検出部の処理フローの一例を示す図である。
【図３】本発明の路線形状照合部における処理の概念図である。
【図４】本発明の列車運転支援システムのシステム構成の一例を示す図である。
【図５】本発明の列車障害物検知システムのシステム構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１３】
　本実施例では、車両に生じた加速度と発生した制駆動力を用いて、当該車両が走行した
区間の路線形状、具体的には勾配と曲線半径を推定し、予め用意されている路線形状のデ
ータベース（路線上の位置と路線形状を現す値の対応が格納されている）と照合すること
で、自動運転用の自列車位置を検出する自動列車制御システムを説明する。本実施例によ
れば、地上子の設置を増やすことなく高精度な位置検出結果を用いて自動列車運転ができ
るため、コストを抑えて、省エネ性・定時性に優れた自動列車運転システムを提供可能で
ある。
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【００１４】
　まず、図１を用いて、自動列車制御システム１００の構成と各構成要素の役割を説明す
る。
【００１５】
　前記自動列車制御システム１００は、位置検出部１０１と、速度検出部１０２と、車両
特性管理部１０３と、制駆動指令算出部１０４と、制駆動制御部１０５とから構成される
。前記制駆動指令算出部１０４は、前記位置検出部１０１で検出された車両位置１５１と
、前記速度検出部１０２で検出された車両速度１５２と、前記車両特性管理部１０３が保
持する当該車両の車両特性１５３とを入力として、車両の制駆動指令１５４を生成する。
前記制駆動制御部１０５は前記制駆動指令１５４を入力として、車両を制駆動させるアク
チュエータ１０６に対するアクチュエータ制御指令１５５を生成する。
【００１６】
　前記位置検出部１０１の内部構成と各構成要素の役割は後述する。
【００１７】
　前記速度検出部１０２は、車両の速度を検出する手段である。速度を検出する方式の例
として、速度発電機を使用する方式が挙げられる。速度発電機からの出力は車輪の回転に
比例した電圧のパルスであり、そのパルスから算出される車輪の回転速度と、別途管理さ
れる車輪径のデータとを用いることで、車両の速度が検出される。車輪径のデータは定期
的に保守作業で測定され、更新されるが、走行中の磨耗によって減少するため常に真値で
あるとは限らず誤差を持っている。そのため、検出される車両速度１５２にも誤差が含ま
れる。
【００１８】
　前記車両特性管理部１０３は、少なくとも、車両の加減速特性や編成重量、あるいは走
行抵抗の係数といった、車両の制駆動挙動に関わる特性値を管理している。装置の例とし
て、車両情報管理装置が挙げられる。編成重量は乗車率によって変動するため、随時更新
されて常に新しい値が保持されていることが望ましい。編成重量はバネ下重量とバネ上重
量からなる。乗車率で変動するバネ上重量の測定方法としては、ＡＳ圧（ＡＳ：Ａｉｒ　
Ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ）の値をブレーキ制御装置などから取得し、バネ上の重量に換算す
る方法が一般的である。
【００１９】
　前記制駆動指令算出部１０４は、既定の目標走行パターンに沿って車両を走行させるよ
う、前記制駆動指令１５４を生成する。ここで目標走行パターンとは、路線内の位置に応
じた速度で定義される。前記制駆動指令１５４を生成する方法の一例として、比例制御が
挙げられる。比例制御では、前記車両位置１５１に応じた目標速度を目標走行パターンか
ら検索し、当該目標速度と前記車両速度１５２との差分に比例して、制駆動指令の大きさ
が決められる。目標速度に対する前記車両速度１５２の追従性を向上させるために、比例
制御のパラメータ調整（オフセットや感度）が必要であり、そのために前記車両特性１５
３の入力が有効である。
【００２０】
　前記制駆動制御部１０５は、前記アクチュエータ１０６によって異なるが、前記アクチ
ュエータ１０６がモータと摩擦ブレーキの場合、前記制駆動制御部１０５はインバータ装
置およびブレーキ制御装置が例として挙げられる。
【００２１】
　次に、前記位置検出部１０１の構成と各構成要素の役割を説明する。
【００２２】
　前記位置検出部１０１は、絶対位置検出部１０７と、暫定位置検出部１０８と、車両加
速度検出部１０９と、路線形状推定部１１０と、路線形状照合部１１１と、路線形状蓄積
部１１２と、位置補正部１１３と、から構成される。
【００２３】
　前記位置検出部１０１における前記車両位置１５１の検出には大きく二つの流れがある
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。ひとつは絶対位置検出結果を初期値とした速度情報の積分による位置の検出である。も
うひとつは、路線形状の推定と照合に基づく位置の補正である。
【００２４】
　まず、絶対位置検出結果を初期値とした速度情報の積分による位置の検出を説明する。
【００２５】
　前記絶対位置出力部１０７は、路線内における車両の絶対位置が確定できるタイミング
で、絶対位置１５６を出力する。路線内における車両の位置が確定できるタイミングの例
として、軌道内に固定されている地上子を車両の車上子が検出したタイミングが挙げられ
る。他の例として、駅でドア開操作が行われたタイミングもある。駅でドア開操作が行わ
れた場合、駅の所定の位置に車両が停車していることが確実であるため、予め用意されて
いる駅位置のデータベースに基づいて当該駅の位置を前記絶対位置１５６として出力する
。
【００２６】
　前記暫定位置検出部１０８では、前記絶対位置１５６を初期値として、前記車両速度１
５２の積分により、暫定位置１５７を算出する。前記暫定位置１５７は前記位置補正部１
１３に入力される。
【００２７】
　以上が、絶対位置検出結果を初期値とした速度情報の積分による位置検出の説明である
。
【００２８】
　次に、路線形状の推定と照合に基づく位置の補正を説明する。
【００２９】
　前記車両加速度検出部１０９では、車両に生じた前後方向および左右方向の加速度を検
出し、車両加速度１５８として前記路線形状推定部１１０へ入力する。ここで、前記車両
加速度検出部１０９の例として、加速度センサを用いることが考えられる。加速度センサ
の設置位置はバネ下である台車が望ましい。バネ上に設置すると空気バネの影響で加速度
に不要な成分が重畳するので、このような不要な成分が重畳することを防ぐためである。
【００３０】
　また、加速度センサの故障・異常の可能性を考慮して加速度センサを多重化しておくこ
とが望ましい。
【００３１】
　例えば、加速度センサを複数用い、正常動作している、あるいは、故障を検知していな
い加速度センサの内、いずれか一つが検知する加速度を車両加速度１５８として前記路線
形状推定部１１０へ入力することが考えられる。これにより加速度センサが故障しても他
の加速度センサが正常動作していれば、それにより正常な位置の補正を行うことができる
。
【００３２】
　また、他の例として、加速度センサを複数用い、正常動作している、あるいは、故障を
検知していない加速度センサの検知する加速度の平均をとり、それを車両加速度１５８と
して前記路線形状推定部１１０へ入力することが考えられる。これにより、各加速度セン
サの誤差を吸収し、位置の補正の精度を高めることができる。
【００３３】
　さらに、他の例として、加速度センサを複数用い、それらの検知する加速度の平均をと
り、その平均値から規定値以上離れた値を検知した加速度センサを故障と判断し、その検
知した値を使用しないようにすることが考えられる。この場合、故障と判断した加速度セ
ンサの検知した加速度の値を除外して、他の加速度センサの検知した加速度の平均をとり
、車両加速度１５８として前記路線形状推定部１１０へ入力する。さらに、この平均値か
ら規定値以上離れた値を検知した加速度センサを故障と判断して、上記処理を繰り返して
もよい。
【００３４】
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　その他、前後方向の加速度に関しては、前記車両速度１５２の微分で算出する方法も考
えられる。加速度センサを使用する方法をベースとしつつ、車両速度１５２の微分で加速
度を算出する方法も併用することで、前記車両加速度検出部１０９の多重化が図れる。車
両速度１５２の微分で加速度を算出する方法を実現する装置を上記の加速度センサの多重
化で用いられる加速度センサの一つとみなして加速度センサの多重化をすることも可能で
ある。これにより、新たに加速度センサを用いなくても加速度センサの多重化が可能であ
る。
【００３５】
　前記路線形状推定部１１０では、前記車両加速度１５８、前記車両速度１５２、前記車
両特性１５３、前記暫定位置１５７、制駆動力実績値１５９を入力として、現地点までに
走行してきた区間に関する路線形状推定データ１６０を算出する。前記制駆動力実績値１
５９は、前記制駆動制御部１０５から取得する情報である。前記制駆動力実績値１５９は
、ノッチ操作から推定する方式も考えられるが、精度の面では前記制駆動制御部１０５か
ら直接取得することが望ましい。前記路線形状推定データ１６０の算出方法については、
後に、制御処理フローの説明の中で述べる。
【００３６】
　前記路線形状照合部１１１では、前記路線形状蓄積部１１２から取得する照合用路線形
状データ１６１と、前記路線形状推定データ１６０とを比較・照合することで、位置補正
量１６２を算出する。前記照合用路線形状データ１６１に含まれるデータの位置範囲は、
前記路線形状推定データ１６０に含まれる位置範囲を含むものであり、照合用データ範囲
１６３として前記路線形状照合部１１１から前記路線形状蓄積部１１２に対して指定する
。前記位置補正量１６２の算出方法については、後に、制御処理フローの説明の中で述べ
る。
【００３７】
　ここで、前記路線形状蓄積部１１２に蓄積されている路線形状データの作成方法にはい
くつかの例が考えられる。ひとつには路線を設計・工事した際の設計値を使用する方法で
ある。他の例として、他の高精度な位置検知の仕組みを使用しつつ、実走行で観測された
加速度を元に推定した路線形状データを用いる方法である（加速度から路線形状データを
算出する方法は後述する）。後者の方法であれば設計値に現れないような軌道形状に由来
する車両動揺も考慮できるため、より高精度な位置検出が可能である。
【００３８】
　前記位置補正部１１３では、前記暫定位置１５７に対して前記位置補正量１６２を反映
させることで、車両位置１５１を生成し、前記制駆動指令算出部１０４へ出力する。
【００３９】
　編成内の他車両に前記位置検出部１０１と同様の仕組み、あるいは別の位置検出の仕組
みが存在する場合、当該他車両から編成内他車両位置１６４を前記位置補正部１１３に入
力することで、前記車両位置１５１の算出過程を高度化することが可能である。例えば、
前記編成内他車両位置１６４から換算した自車両位置と、前記暫定位置１５７に対して前
記位置補正量１６２を反映して得た車両位置とが所定の閾値以内（例えば車両長程度）で
あれば、双方の平均値を前記車両位置１５１とすることで、より確からしい車両位置とな
る場合が考えられる。逆に、前記編成内他車両位置１６４から換算した自車両位置と、前
記暫定位置１５７に対して前記位置補正量１６２を反映して得た車両位置とが極端に乖離
している場合（例えば数百メートル）、位置補正が有効でないと考えられるため、前記位
置補正量１６２は加味せず、前記暫定位置１５７をそのまま前記車両位置１５１とするこ
とが望ましい。
【００４０】
　以上が、路線形状の推定と照合に基づく位置補正の説明である。
以上が、前記自動列車制御システム１００の構成と各構成要素の説明である。
次に、図２を用いて、前記位置検出部１０１の処理の流れを説明する。
【００４１】
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　ステップ２０１で、前記絶対位置出力部１０７における絶対位置の更新有無を判定する
。絶対位置の更新があったは場合ステップ２０２に進み、前記暫定位置検出部１０８にお
いて、暫定位置の初期値として更新後の絶対位置を設定する。続くステップ２０３では、
前記位置補正量１６２をゼロに設定し、ステップ２１０に進む（ステップ２１０以降はス
テップ２０９までの説明の後に説明する）。
【００４２】
　ステップ２０１で絶対位置の更新が無かった場合ステップ２０４に進む。
【００４３】
　ステップ２０４では、前記暫定位置検出部１０８と前記路線形状推定部１１０に前記車
両速度１５２が入力される。
【００４４】
　続くステップ２０５で前記暫定位置１５７が更新され、前記路線形状推定部１１０と前
記位置補正部１１３に入力される。前記暫定位置１５７の更新の例を式（１）に示す。
【００４５】
　更新後暫定位置［ｍ］＝更新前暫定位置［ｍ］＋車両速度［ｍ／ｓ］×演算周期［ｓ］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…式（１）
　続いてステップ２０６で、前記車両特性１５３が前記路線形状推定部１１０に入力され
る。また、ステップ２０７で、前記制駆動力実績値１５９が前記路線形状推定部１１０に
入力される。
【００４６】
　次にステップ２０８で、前記路線形状推定部１０８において、前記路線形状推定データ
１６０が算出され、前記路線形状照合部１１１に入力される。ステップ２０８の詳細は後
述する。
【００４７】
　次のステップ２０９で、前記路線形状照合部１１１において前記位置補正量１６２が算
出され、前記位置補正部１１３に入力される。ステップ２０９の詳細は後述する。
ステップ２１０で、前記暫定位置１５７に対して前記位置補正量１６２を反映することで
、前記車両位置１５１を生成し、ステップ２１１で前記車両位置１５１を前記制駆動指令
算出部１０４へ出力する。
【００４８】
　次にステップ２０８における路線形状推定データ算出の詳細を説明する。
【００４９】
　本実施例における路線形状としては、勾配と曲線半径が使用可能である。いずれか片方
でも本実施例の意図する位置検出は可能であるが、勾配と曲線半径の両方を使用した方が
、より精度のよい位置検出が可能である。なぜならば、勾配のみを使用した場合は平坦な
路線形状では位置検出ができず、また曲線半径のみを使用した場合は直線的な路線形状で
は位置検出ができないからである。
【００５０】
　まず、曲線半径に関して、路線形状推定の方法を説明する。
【００５１】
　式（２）に示す遠心加速度の公式に着目する。
【００５２】
　遠心加速度［ｍ／ｓ２］＝円周速度［ｍ／ｓ］２÷曲線半径［ｍ］　…式（２）
　遠心加速度に前記車両加速度１５８の横方向の加速度を、円周速度に前記車両速度１５
２を代入することで曲線半径が求められる。
【００５３】
　次に、勾配に関して路線形状推定の方法を説明する。
【００５４】
　鉄道車両の挙動は、式（３）に示す運動方程式で表される。
【００５５】
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　発生制駆動力［ｋＮ］－走行抵抗［ｋＮ］＝重量［ｔ］×発生加速度［ｍ／ｓ２］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…式（３）
　ここで、「発生制駆動力」には前記制駆動力実績値１５９を代入する。「重量」には前
記車両特性１５３に含まれる編成重量を代入する。「発生加速度」には前記車両加速度１
５８を代入する。これらにより、「走行抵抗」の値が求まる。
【００５６】
　鉄道における基本的な走行抵抗式は、式（４）である。
【００５７】
　走行抵抗［ｋＮ］＝転がり抵抗＋空気抵抗＋勾配抵抗＋曲線抵抗　…式（４）
　左辺は算出済みである。「曲線抵抗」は式（５）で表され、既に求めた曲線半径に反比
例することが知られている。ここでＫは定数であり、例えばＫ＝８００といった値が使用
される。
【００５８】
　曲線抵抗［ｋＮ］＝Ｋ×重量［ｔ］×重力加速度［ｍ／ｓ２］÷曲線半径［ｍ］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…式（５）
　転がり抵抗＋空気抵抗の部分は、式（６）で表され、前記の編成重量、前記車両速度１
５２、および編成両数を代入することで求められる。
【００５９】
　転がり抵抗［ｋＮ］＋空気抵抗［ｋＮ］＝
［ａ＋ｂ×車両速度［ｋｍ／ｈ］＋｛ｃ＋ｄ×（編成両数－１）｝×車両速度［ｋｍ／ｈ
］２÷重量［ｔ］］×重量［ｔ］×重力加速度［ｍ／ｓ２］　…式（６）
　これらから式（４）の勾配抵抗のみを取り出すことができる。ここで、ａ、ｂ、ｃ、ｄ
は走行抵抗式の係数であり、在来線では例えば、ａ＝１．３２、　ｂ＝０．０１６４、ｃ
＝０．０２８０、ｄ＝０．００７８といった値が使用される。
【００６０】
　勾配抵抗は、路線勾配をθとすると、式（７）で表される。
【００６１】
　勾配抵抗［ｋＮ］＝車重［ｔ］×重力加速度［ｍ／ｓ２］×ｓｉｎθ　…式（７）
　左辺は算出済みであり、右辺の車重に前記の編成重量を代入することにより、路線勾配
θが算出できる。
【００６２】
　このようにして、前記車両加速度１５８から、路線の曲線半径と勾配を推定することが
できる。なお、曲線半径や勾配の値には、路線の設計値に表れないような車両動揺の影響
も残り得る。これに対応するためには、前記路線形状蓄積部１１２のデータを実走行結果
に基づくデータとしておくことが望ましい。
【００６３】
　前記路線形状推定部１１０の中では、上記の方法で推定した路線形状データを、推定時
の前記暫定位置１５７の値との組で管理し、走行区間の路線形状推定データの配列として
保管、出力する。すなわち配列の要素は、位置と曲線関係と勾配であり、位置の範囲は所
定の初期値から最新の前記暫定位置１５７までである。ここで所定の初期値とは、過去直
近で前記絶対位置１５６が更新された位置が望ましい。
【００６４】
　以上が、ステップ２０８における路線形状推定データ算出の詳細の説明である。
【００６５】
　次に、ステップ２０９における位置補正量算出の詳細を説明する。
【００６６】
　まず準備段階として、前記路線形状照合部１１１はステップ２０８で算出された前記路
線形状推定データ１６０を取得し、データに含まれる位置範囲を前記照合用データ範囲１
６３として、前記位置補正部１１２に伝える。前記位置補正部１１２は受け取った位置範
囲に該当する路線形状データを、前記照合用路線形状データ１６１として前記路線形状照
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合部１１１に出力する。
【００６７】
　次に、位置補正量を決めるために、前記路線形状推定データ１６０の波形と前記照合用
路線形状データ１６１の波形の重ね合わせを試みる。この重ね合わせのイメージを図３に
示す。図３は勾配・曲線半径のうちいずれかひとつの路線形状を対象に描いた図である。
【００６８】
　なお、波形の重ね合わせは、路線形状に関してひとつ以上の変化点が必要である。前記
照合用路線形状データ１６１の中に路線形状の変化点が無い場合は、波形の重ね合わせが
できないため、前記位置補正量１６２はゼロとして扱う。
【００６９】
　図３において、３０１が前記照合用路線形状データ１６１であり、３０２が前記路線形
状推定データ１６０である。３０４が補正前の前記暫定位置１５７である。この状態から
、前記路線形状推定データ１６０の波形を位置方向前後に平行移動し、両波形の差異が最
も少なくなる移動量を探る。具体的な方法の例としては、各位置での路線形状の差を集計
し、最小自乗法で最適な波形の移動量を見つけることができる。勾配と曲線半径の両方を
使用する場合は、各々のパラメータに関する波形偏差の自乗和の和を最小となるように、
波形の移動量を定める。
【００７０】
　図３では３０３が、路線形状のズレを最小化するようにシフトさせた路線形状データで
あり、そのときのシフト量３０６が、前記位置補正量１６２である。
【００７１】
　ステップ２０９に続くステップ２１０では、このようにして求めた前記位置補正量１６
２を前記暫定位置１５７に反映することで、補正後の位置である前記車両位置１５１（図
３中の３０５）を求める。
【００７２】
　以上が、ステップ２０９における位置補正量算出の詳細説明である。
【００７３】
　以上が、前記位置検出部１０１の処理フローの例の説明である。
【００７４】
　以上が、前記自動列車制御システム１００の説明である。
【実施例２】
【００７５】
　本実施例では、車両に生じた加速度と発生した制駆動力を用いて、当該車両が走行した
区間の路線形状、具体的には勾配と曲線半径を推定し、予め用意されている路線形状のデ
ータベース（路線上の位置と路線形状を表す値の対応が格納されている）と照合すること
で、運転支援用の自列車位置を検出する列車運転支援システムを説明する。
【００７６】
　本実施例によれば、地上子の設置を増やすことなく高精度な位置検出結果を用いて運転
支援内容を決定できるため、コストを抑えて、省エネ性・定時性に優れた運転支援システ
ムを提供可能である。
【００７７】
　まず、図４を用いて、列車運転支援システム４００の構成と各構成要素の役割を説明す
る。
【００７８】
　前記列車運転支援システム４００は、位置検出部１０１と、速度検出部１０２と、車両
特性管理部１０３と、運転支援内容生成部４０４と、運転支援内容教示部４１４と、制駆
動制御部１０５とから構成される。前記運転支援内容生成部４０４は、前記位置検出部１
０１で検出された車両位置１５１と、前記速度検出部１０２で検出された車両速度１５２
と、前記車両特性管理部１０３が保持する当該車両の車両特性１５３とを入力として、当
該車両の運転支援内容４６５を生成する。前記運転支援内容４６５は前記運転支援内容教
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示部４１４を通じて、運転士に伝えられる。前記制駆動制御部１０５は図示しない運転士
の運転操作を入力として、車両を制駆動させるアクチュエータ１０６に対するアクチュエ
ータ制御指令１５５を生成する。
【００７９】
　前記位置検出部１０１の内部構成と各構成要素の役割は実施例１と同一である。
【００８０】
　前記速度検出部１０２は実施例１と同一である。
【００８１】
　前記車両特性管理部１０３は実施例１と同一である。
【００８２】
　前記運転支援内容生成部４０４は、各駅間を省エネ性と定時性のいずれか、もしくは両
方の性能を適正化するような駅間の目標走行パターンを保持しており、前記車両位置１５
１と前記車両速度１５２と前記車両特性１５３を入力として、当該車両が前記目標走行パ
ターンに沿って運行できるよう、運転士に対する前記運転支援内容４６５を生成する。前
記運転支援内容４６５の具体例は、ノッチ操作や定速／抑速スイッチ操作の内容とそのタ
イミングである。
【００８３】
　前記運転支援内容４６５を受け取った前記運転支援内容教示部４１４は、画面表示と音
声鳴動のいずれか、もしくは両方によって、当該車両の運転士に対して前記運転支援内容
４６５を伝える役割を果たす。
【００８４】
　前記制駆動制御部１０５は実施例１と同一である。
【００８５】
　以上が、前記列車運転支援システム４００の構成と各構成要素の説明である。
【００８６】
　前記位置検出部１０１の処理の流れは実施例１と同一である。
【００８７】
　以上が、前記列車運転支援システム４００の説明である。
【実施例３】
【００８８】
　本実施例では、車両に生じた加速度と発生した制駆動力を用いて、当該車両が走行した
区間の路線形状、具体的には勾配と曲線半径を推定し、予め用意されている路線形状のデ
ータベース（路線上の位置と路線形状を現す値の対応が格納されている）と照合すること
で、障害物検知用の自列車位置を検出する列車障害物検知システムを説明する。本実施例
によれば、地上子の設置を増やすことなく高精度な位置検出結果を用いて障害物検知がで
きるため、コストを抑えて、安全性に優れた障害物検知システムを提供可能である。
【００８９】
　まず、図５を用いて、列車障害物検知システム５００の構成と各構成要素の役割を説明
する。
【００９０】
　前記列車障害物検知システム５００は、位置検出部１０１と、速度検出部１０２と、車
両特性管理部１０３と、前方監視部５１５と、障害物有無判定部５０４と、障害物情報教
示部５１４と、制駆動制御部１０５とから構成される。前記前方監視部５１５は、カメラ
、レーダ、ミリ波などのセンサ単体もしくは組み合わせで構成され、列車前方の監視を行
う。前方監視結果５６６は前記障害物有無判定部５０４に送られる。前記障害物有無判定
部５０４は、前記前方監視結果５６６と、前記位置検出部１０１で検出された車両位置１
５１と、前記速度検出部１０２で検出された車両速度１５２と、前記車両特性管理部１０
３が保持する当該車両の車両特性１５３とを入力として、当該車両の運行に支障する障害
物が前方に存在するか否かを判定し、障害物情報５６５を前記障害物情報教示部５１４に
送る。
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前記制駆動制御部１０５は図示しない運転士の運転操作、または、図示しない自動運転シ
ステムからの制駆動指令を入力として、車両を制駆動させるアクチュエータ１０６に対す
るアクチュエータ制御指令１５５を生成する。
【００９１】
　前記位置検出部１０１の内部構成と各構成要素の役割は実施例１と同一である。
【００９２】
　前記速度検出部１０２は実施例１と同一である。
【００９３】
　前記車両特性管理部１０３は実施例１と同一である。
【００９４】
　前記運転支援内容生成部５０４は、前方監視結果５６６に何らかの障害物候補が確認で
きた場合に、前記障害物候補が自列車の運行に支障するか否かを判定する。具体的には、
予め分かっている路線形状と前記車両位置１５１から、車両限界内に前記障害物候補があ
るか否かを判定する。特に、カーブのある区間において、前記障害物候補が車両限界内に
あるか否かを正しく判定するためには、前記車両位置１５１の精度が求められる。そして
、車両限界内に前記障害物候補がある場合、前記車両速度１５２と前記車両特性１５３を
参照して必要な車両制動の度合いを判定する。障害物と車両の距離に対し、前記車両速度
１５２と前記車両特性１５３を鑑みて、緊急ブレーキが必要なのか、常用ブレーキで足り
るのかを判定する。必要以上に大きなブレーキを使用しないことで、乗客にとって不快な
車両動揺を抑えたり、摩擦ブレーキの磨耗を抑えたりする効果がある。前記障害物情報５
６５には、障害物の有無と上記の必要なブレーキ操作に関する情報が含まれ、前記障害物
情報教示部５１４において表示と音声鳴動のいずれか、もしくは両方で乗務員に伝えられ
る。
【００９５】
　前記制駆動制御部１０５は実施例１と同一である。
【００９６】
　以上が、前記列車障害物検知システム５００の構成と各構成要素の説明である。
【００９７】
　前記位置検出部１０１の処理の流れは実施例１と同一である。
【００９８】
　以上が、前記列車障害物検知システム５００の説明である。
【符号の説明】
【００９９】
１００…自動列車制御システム 
１０１…位置検出部 
１０２…速度検出部 
１０３…車両特性管理部 
１０４…制駆動指令算出部 
１０５…制駆動制御部 
１０６…アクチュエータ
１０７…絶対位置出力部 
１０８…暫定位置検出部 
１０９…車両加速度検出部 
１１０…路線形状推定部 
１１１…路線形状照合部 
１１２…路線形状蓄積部 
１１３…位置補正部 
１５１…車両位置 
１５２…車両速度 
１５３…車両特性
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１５４…制駆動指令 
１５５…アクチュエータ制御指令
１５６…絶対位置 
１５７…暫定位置 
１５８…車両加速度 
１５９…制駆動力実績値 
１６０…路線形状推定データ 
１６１…照合用路線形状データ 
１６２…位置補正量 
１６３…照合用データ範囲 
１６４…編成内他車両位置 
３０１…路線形状蓄積部が保持するデータ 
３０２…路線形状推定部が出力する路線形状データ 
３０３…路線形状のズレを最小化するよう位置方向にシフトさせた路線形状データ 
３０４…暫定位置（補正前） 
３０５…車両位置（補正後） 
３０６…位置補正量
４００…列車運転支援システム 
４０４…運転支援内容生成部 
４１４…運転支援内容教示部 
４６５…運転支援内容 
５００…列車障害物検知システム 
５０４…障害物有無判定部 
５１４…障害物情報教示部 
５１５…前方監視部 
５６５…障害物情報 
５６６…前方監視結果 
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